
エリアマネジメントの“これまで”と“いま”と“これから”


テキストボックス
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テキストボックス
第６回　都市の個性の確立と質や価値の向上に関する懇談会



✓全国エリアマネジメントネットワーク

2011年〜
・札幌、東京、名古屋、⼤阪、福岡のエリアマネジメント団体
が集まり、取組や悩み、課題を共有

2015年

・情報交換、意⾒交換の成果として書籍
を出版

・全国エリアマネジメントネットワーク設⽴準
備会を組織し、全国ネットワークの設⽴に
向けた議論をスタート

2016年

情報共有の継続

・全国エリアマネジメントネットワーク設⽴
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正会員⼩計 エリマネ団体

✓会員数の推移
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会⻑
（1 名）

出⼝ 敦⽒      【正会員（個⼈） 東京⼤学】

副会⻑
（3 名）

内川 亜紀⽒ 札幌駅前通まちづくり株式会社 【正会員（エリアマネジメント団体）】
⼤⾕ ⽂⼈⽒ ⼀般社団法⼈⼤阪梅⽥エリアマネジメント 【正会員（エリアマネジメント団体）】
後藤 太⼀⽒ 【正会員（個⼈）リージョンワークス合同会社】

幹事
（10 名）

臂 徹⽒ 株式会社キャッセン⼤船渡 【正会員（エリアマネジメント団体）】
⼟⽅ さやか⽒ 秋葉原タウンマネジメント株式会社 【正会員（エリアマネジメント団体）】
⼤原 ⼤志⽒ ⼀般社団法⼈⼤⼿町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会 【正会員（エリアマネジメント団体）】
名畑 恵⽒        錦⼆丁⽬まちづくり協議会 【正会員（エリアマネジメント団体）】
⼊江 浩介⽒     ミナミまち育てネットワーク 【正会員（エリアマネジメント団体）】
吉⽥ 実⽒        広島駅周辺地区まちづくり協議会 【正会員（エリアマネジメント団体）】
内野 豊⾂⽒     博多まちづくり推進協議会 【正会員（エリアマネジメント団体）】
中 裕樹⽒        森ビル株式会社 【正会員（法⼈）】
嘉名 光市⽒ 【正会員（個⼈） ⼤阪公⽴⼤学】
宋 俊煥⽒       【正会員（個⼈） ⼭⼝⼤学】

監査役
（2 名）

丹⽻ 由佳理⽒   【正会員（個⼈） 東京都市⼤学】
園⽥ 康貴⽒      【正会員（個⼈） ⼀般財団法⼈森記念財団】
事務局︓
NPO 法⼈⼤丸有エリアマネジメント協会 / 株式会社フロントヤード / ⼀般財団法⼈森記念財団

✓役員構成
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エリアマネジメントの社会的な認知向上

エリアマネジメント団体のネットワーク・コミュニティの醸成

エリアマネジメント活動の深化・行政との対話・連携の場の構築

エリアマネジメントに関する各種情報提供やエリアマネジメント団体の強化

エリアマネジメントのプロフェッショナルとしての専門性・実務能力向上の機会
高める

✓活動⽅針
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エリアマネジメントの変遷
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エリマネ1.0

【1990〜】
官⺠でのビジョン共有とガイ

ドライン作成

エリマネ2.0 エリマネ3.0

⼤丸有まちづくりガイドライン

天神まちづくりガイドライン

【2000〜】
公的空間の利活⽤と賑わい

創出

公的空間の
充実

様々な社会実験
の実施

恒常的な空間活⽤

仲通りアーバンテラス
※空間活⽤の規制緩和も同時
に進む

【2020〜】
総合的なエリア経営の

担い⼿へ

コロナ禍

○賑わいをどう考え
ていくのか

○地域経済の再⽣
にどう取り組むか

活動の積み
重ね

空間の運営（利活⽤のみな
らずより⾼度な管理）

＋
営み創出

＋
社会課題解決

より本質的な活動を
模索

スマートシティ・DX 6



エリアマネジメントをどう理解するか
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多くの団体は協議機能と実⾏機能を持つ

・地権者組織である協議会（当初は任
意団体で現在は⼀社）がエリアのまち
づくり等の各種検討、協議を⾏い、⾏
政等と構成する懇談会で⽅向性の共
有を図る体制。
・具体の公共空間活⽤やイベント等の
運営は別途⽴ち上げたNPO法⼈や⼀
社が担う体制。

・新⻁通り沿道の地権者、借家、借地
権者等によって構成される協議会（任
意団体）がエリアのまちづくり等の各
種検討、協議、実施を⾏い、具体の事
業運営にあたっては、別途⽴ち上げた
⼀社が担う体制。
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エリアマネジメントの特徴は

エリア内の多様な主体との
協議・合意形成

エリアの価値を⾼める事業の推進
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ビジョニング アクション＋

エリアマネジメントにとって⼤事なこと

地域の⼈や企業を巻き込
んで議論や実践を⾏う
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エリアの個性を掘り下げ

質・価値を⾼める取組を実践する
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エリアマネジメント団体がやっていること

エリアマネジメント
活動・事業

地域のブランド形成
（将来像）

満⾜度

賑わい

安⼼感

快適性

多様なアクティビティ
（コミュニティ活動／経済活動）

エリア価値の向上

⼈・企業 投資・共感

⼈材空間

エリアマネ
ジメントの
関与

エリアビジョン

⽣み出す価値

思い
エリアにある空
間や⼈材、思い
というアセットを
活⽤して事業を
組み⽴て価値を
創出
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エリアマネジメントは都市の個性・質
の確保に向けた取組の検討・実践を
担う官⺠の間に位置するエージェント
として捉えられるのではないか
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エリアマネジメントの実態は︖
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n=36

出典：エリアマネジメントアンケート調査（全国エリアマネジメントネットワーク 2021）

■エリアマネジメント組織の⽀出
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出典：エリアマネジメントアンケート調査（全国エリアマネジメントネットワーク 2021）

■エリアマネジメント組織の収⼊
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出典：エリアマネジメントアンケート調査（全国エリアマネジメントネットワーク 2021）

■エリアマネジメント組織構成
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■スタッフのバックグラウンド

出典：エリアマネジメントアンケート調査（全国エリアマネジメントネットワーク 2021）
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出典：エリアマネジメントアンケート調査（全国エリアマネジメントネットワーク 2021）

■エリアマネジメント組織の形態と設⽴年
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約10,270,000円

約74,150,000円

約2,820,140,000円
約14億〜約3.5億〜約14億約1.4億〜約3.5億約7千万〜約1.4億

約4.2千万〜約7千万〜約4.2千万

140円で計算NY市BID団体2022年度事業規模（76団体）

出典：FY22 NYCBID Trends Report（NYC Small Business Services 2022）
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NY市BID団体2022年度資⾦源構成
（76団体）

出典：FY22 NYCBID Trends Report（NYC Small Business Services 2022）
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NY市BID団体2022年度⽀出構成
（76団体）

出典：FY22 NYCBID Trends Report（NYC Small Business Services 2022）
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■北⽶BID組織CEOのバックグラウンド（学位）

出典：2019Staffing and Salary Survey（IDA 2019）
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■北⽶BID組織における⼈材雇⽤の状況

出典：2019Staffing and Salary Survey（IDA 2019）
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■BID組織のスタッフ構成例（Milwaukee Downtown BID）

CEO

経済開発
ディレクター

公共空間
ディレクター

事務運営マ
ネージャー

マーケティング、
イベント、SNS
ディレクター

コミュニケーション
ディレクター

公共サービスの
スーパーバイザー

ホームレスアウト
リーチ

公共サービスの
ディレクター

清掃サービスの
ディレクター 25



【⽇本のエリマネ】

＜活動内容＞

・会費＋負担⾦（4割弱）
・事業収⼊＋補助
・⾒えない原資（構成メンバーの⼈的負
担）

※平均的には3,000万程の事業規模

＜活動原資＞

・賑わい創出
・コミュニティ形成
・まちづくりガイドライン等

【北⽶のBID】

＜活動内容＞

・BID税（多くの組織は8割程度）
・事業収⼊（タイムズスクエア等⼀部の
組織）

※平均的には1億円程の事業規模

＜活動原資＞

・防犯
・道路清掃
・マーケティング
・公的施設運営

＜⼈材＞ ＜⼈材＞
・無償兼任が多い
・不動産、建築、都市計画が中⼼
※平均的には10名弱

・基本的には組織として雇⽤
・多様なバックグラウンド
※平均的には10名強
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◆近年、⺠間が主体となって、賑わいの創出、公共空間の活⽤等を通じてエリアの価値を向上させるためのエリアマネ
ジメント活動の取組が拡⼤。

◆他⽅、エリアマネジメント活動では、安定的な活動財源の確保が課題。特に、エリアマネジメント活動による利益を
享受しつつも活動に要する費⽤を負担しないフリーライダーの問題を解決することが必要。
（⺠間団体による⾃主的な取組であるため、⺠間団体がフリーライダーから強制的に徴収を⾏うことは困難）

◆このため、海外におけるＢＩＤの取組事例等を参考とし、３分の２以上の事業者の同意を要件として、市町村が、エ
リアマネジメント団体が実施する地域再⽣に資するエリアマネジメント活動に要する費⽤を、その受益の限度におい
て活動区域内の受益者（事業者）から徴収し、これをエリアマネジメント団体に交付する官⺠連携の制度（地域再⽣
エリアマネジメント負担⾦制度）を創設し、地域再⽣に資するエリアマネジメント活動の推進を図る。

※ＢＩＤ･･･Business Improvement District。⽶国・英国等において⾏われている、主に商業地域において地区内の事業者等が組織や資⾦調達等に
ついて定め、地区の発展を⽬指して必要な事業を⾏う仕組み。

来訪者等の増加により事業機会の拡⼤や収益性の向上を図り、地域再⽣を実現

※３分の１超の事業者の同意に基づく計画期間中
の計画の取消等についても、併せて規定

イベントの開催 オープンスペースの活⽤

賑わいの創出に伴い必要となる
巡回警備

【制度の概要】【地域再⽣に資するエリアマネジメント活動】

⾃転⾞駐輪施設の設置

⑥
徴
収

③申請
（※３分の２以上の
同意が必要）

負担金条例

市町村

地域来訪者等利便増進
活動計画 （５年以内）

エリアマネジメント団体 （法人）

受益者（事業者）

（小売業者、サービス業者、不動産賃貸業者 等）

⑦
交
付

⑤制定

⑧エリアマネジメント活動
一定の地域

受
益
者
負
担
金

受
益
者
負
担
金

交
付
金

国 （内閣総理大臣）

地域再生計画①申請 ②認定

④認定
（※市町村議会の議決
を経る必要）

区域、活動内容、効果、
受益者、資金計画等を記載

平成３０年地域再生法改正関係
平成３０年６月１日公布・施行

地域の来訪者⼜は滞在者の利便の増進やその増加により経済効果の増進
を図り、地域における就業機会の創出や経済基盤の強化に資する活動

（例）
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アメリカ
（ニューヨーク市） イギリス ドイツ

（ハンブルク州）
⽇本（地域再⽣エリアマネ
ジメント負担⾦制度）

特徴

・公衆衛⽣の悪化や犯罪
増加等の課題への対処
を契機として開始された
経緯から、clean＆safe
を第⼀の⽬的として活動
しているケースが多い
（ＮＹ市では、清掃は
約9割、警備は約6割の
地域で実施）

・事業者の負担によっ
て実施されるため、
マーケティングやプロ
モーションなど、商業
活性化に対する投
資の側⾯が⽐較的
強い

・道路の歩⾏空間を拡
張した敷⽯の設置等、
街区管理という側⾯が
⽐較的強い
・判例法理により、税や
分担⾦ではない、特別
賦課⾦という形式を採
⽤

・地域の「稼ぐ⼒」を⾼め、
「⾃助の精神」に基づく地
域再⽣を実現するまちづく
り活動として位置付け

同意
⽔準 過半数

過半数
（投票総数と負担⾦
額の両⽅）

申請時︓15％以上の賛
成
公告縦覧⼿続時︓3分
の1以上の反対がない

3分の2以上

徴収の
対象 不動産所有者 事業者

（テナント） 不動産所有者

エリアマネジメント活動により
利益を受ける事業者
（例︓⼩売業者、サービス
業者、不動産賃貸業者
等）

徴収の
⽅法

資産税に上乗せして市が
負担⾦を徴収

事業所税に上乗せし
て市が負担⾦を徴収 市が賦課⾦を徴収 市町村が負担⾦を徴収

■各国のBID制度⽐較
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エリアマネジメントの課題は︖
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①背景認
識

・官⺠連携まちづくりの課題として「財源」と「⼈材確保」という点が常に指摘されているが、
課題の解像度が⾼まっていない。

・官⺠連携まちづくりの推進に向けた課題についてより解像度を⾼めると共に、必要な
政策制度について実務者と⾏政で議論する事が必要。

②狙い ✓官⺠連携まちづくり制度を各地で具体的にどう使いこなしているのかを共有
✓現状制度の改善や新たな政策制度の必要性について議論

③ゴール ・2年程度の活動とし、エリアマネジメントを中⼼とした官⺠連携まちづくりの政策制度
提案として取りまとめ

今年度

課題の抽出

制度の改善点

制度改善の深掘り

vol.1
2024年11⽉29⽇
参加者数︓86名

vol.2
2025年2⽉18⽇
参加者数︓24名

ex︓
都市再⽣推進法⼈制度

財源確保策
エリマネの推進プロセス

来年度

開催予定

■エリアマネジメント政策対話
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団体運営上の課題

資⾦⾯ ⼈材⾯

・⼈件費、家賃等⼀般管理
費的な費⽤が賄えていない

・新たな取り組みや団体として
の戦略、アーカイビングやレ
ポーティング等、経営企画的
な費⽤が賄えていない

プロジェクトベースでの資⾦
確保に留まっている

・兼任⼈材が多く継続的に係
わる専⾨⼈材が育ってきて
いない

・⼈材の領域の拡がりが薄い
状況となっている

団体経営に係わる⼈材の確
保が薄い現状にある
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✓制度に柔軟性が無く調整に時間とコストがかかる
・基準が曖昧、担当者の判断が強く影響
・クリアしなければならない法制度が多い
・負担⾦制度について使⽤⽤途が限られる
・⾏政間での連携不⾜や情報共有の不⾜

✓地域特性に応じたルール運⽤や基準づくりが必要
・都市部と地⽅で異なる制度設計を⾏い、それぞれの地域性に適合させる
・地域ごとの特性に応じた柔軟な運⽤と⾃治体間の連携促進

✓データを活⽤した効果の⾒える化が必要
・第三者評価制度や定期的な報告を導⼊し、信頼性を確保
・効果測定（例︓⼈流解析カメラの設置）や維持管理（草刈り費⽤など）のランニングコストが⾼く、エ
リマネ団体の負担増加が問題

✓情報共有と連携の基盤づくりが必要
・エリマネ団体と⾏政、企業が定期的に協議できる場を設置
・⾏政間、企業間での事例共有を促進
・担当者の専⾨性向上や情報共有のための会議体設置

✓エリマネと⾏政、地域での⽬的・⽅向性の明確化が必要
・エリマネの⽬的が明確化されていない
・地域の合意が得られない、クレームが出る
・⾏政の理解が不⾜している

取組実践上の課題
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エリアマネジメントの推進に向けた今後
の政策制度の論点
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視点1
エリマネ団体やその取組に対しての代表性や⽅向性の
共有を如何にして構築するか

視点2
公的空間やデジタル機器等のエリマネの各種事業に伴
うアセットを包括的に利活⽤する枠組みを組み⽴てられ
ないか

視点3
上記を前提としてエリマネに対する資⾦を公共、⺠間、
エリマネ団体独⾃でバランス良く組み⽴てられないか
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【視点1】

①エリマネの活動内容は地域ごとに「官⺠協調領域」として官⺠双⽅で策定する計画に
定義する

②都市再⽣推進法⼈の活動権限を強化するため推進法⼈の階層化する

③上記は⼀定の地域の代表性を持つ団体を対象とし、法制度に基づく協議会等（都
市再⽣や中活等）と関連させる

④上記はボードメンバー（外部理事等）に⾃治体を加えるなど、継続的な官⺠連携の
ベースとなるように意思決定への⾃治体の関与を原則とする
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【視点2】

⑤基礎⾃治体にワンストップ窓⼝を設け、上記エリマネ団体との⽇常的な対話を⾏う

⑥公的空間の管理にあたっての公共とエリマネ団体の役割を明確にした上で道路・公
園・広場・地下道・河川・公開空地などの公的空間の占⽤および使⽤（の調整）に
関する包括的な権限を付与する

【視点3】

⑦エリマネ活動の官⺠協調領域に対して、公的資⾦の拠出を検討すると共に⾃主事業
に取り組むことを認める

⑧都市計画法（あるいは都市再⽣特措法）における都市基盤施設にデジタル都市ア
セットを加える

⑨国、⾃治体、エリアマネジメント団体、有識者による官⺠連携まちづくりの政策に係る
継続的な対話の場を設ける
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各種システム等の設置許可
インフラとしての財源確保

施設設置
空間活⽤・スマートシティ運⽤

⾏政

認定都市再⽣推進法⼈
（エリアマネジメント団体）

モニタリング
フィードバック

空間活⽤・課
題解決・DX
等々の企画

⼀定の条件
の基に認定

エリアの都市経営に向けた官⺠の計画づくりと都市再⽣推進法⼈の強化

未来ビジョン
エリアマネジメント計画

⽬標設定
取組内容の位置付け
官⺠の役割分担設定

※都市再⽣整備計
画の活⽤も視野に

仮説1︓エリアマネジメントの推進に向けた計画と主体の関係性
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これからのまち、社会に
とって必要な新たなイン
フラとして財源を確保

＜ハード＞ ＜ソフト＞

サービス層に近い所につ
いて事業者側で確保

インフラのメンテナンス費
として公的な財源を確

保

①公的財源の活⽤
○都市再⽣整備計画および各種
補助事業（国交省の補助⾦
等を活⽤）

○都市計画税の活⽤（ただし、
恒常的な税投⼊には慎重な議
論が必要）

②⺠間資⾦の活⽤
○公共貢献としての資⾦拠出ス

キーム（都市再⽣事業の枠組
みを活⽤）

○官⺠連携によるファンド創設
（例えば⺠都によるスマートシ
ティに関連するファンド事業）

③収益事業の活⽤
○公共空間の収益化（データ活

⽤、広告、空間貸出等）
○サ ー ビ ス提供 に よ る 収益

（MaaS等のサービス、サブスク
リプション等）

公共空間での事業展
開による財源を確保

地域の価値を⾼めるための先⾏投資として
考える

地域の価値を⾼めるための必要経費として
考える

仮説2︓エリアマネジメントの資⾦確保の可能性
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活動状況 ＿ ④人材育成【支える】

開催日 2024年6月18日 (火) 11時30分〜18時30分

参加者数 27名（別途、登壇者6名、事務局2名）

開催形式 DMO東京丸の内

地域をどうしていくかを自ら考える力（リーダーシップ・地域とのコミュニケーション・コーディネート等）
を学ぶことを目的に経験豊富なエリマネ実践者の4名をメンターとし、インプットとディスカッションによる
講座を開催した。
今年度は「パイロット版」として実施し、ニーズや講座運営の課題を探ることも目的としている。

④-１：エリマネ講習会①

エリマネマインド養成講座 パイロット版

参考︓全国エリアマネジメントネットワークで⾏っている⼈材育成の取組
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開催日 2024年7月11日（木）〜12日（金）

参加者数 23名（別途、講師3名、事務局2名）

開催形式 DMO東京丸の内

プレイスメイキングをテーマにプレイスメイキング等、公共空間活用の概論
や法制度の解説、場のデザインのケーススタディを3名の専門家を講師に開
催した。

活動状況 ＿ ④人材育成【支える】

④-１：エリマネ講習会①

エリアマネジメント実務者研修＃01「プレイ
スメイキング 講座」

40


